
令和７年度 桶川市公民館運営審議会 第３回定例会 

日 時  令和８年２月９日（月） 

   午前９時３０分～ 

場 所 桶川公民館 研修室１、２ 

          

 

次     第 

 

 １ 開 会 

 

 

 ２ あいさつ 

桶川市公民館運営審議会委員長 

 

 

 ３ 議題 

（１）前回会議録の承認 

    ホームページ上で公開する会議録（第２回）の承認について  

 

（２）報告事項 

① 『教育委員会点検評価報告書』について         資料１ 

② 令和８年度当初予算の概要について           

③ 第４７回全国公民館研究集会東京大会について 

 

（３）諮問事項 

    ① 桶川市公民館事業計画（案）について      資料２ 

② 桶川市公民館利用の案内（案）について     資料３ 

 

 

 ４ 連絡事項 

   ・令和８年度公民館運営審議会第１回定例会 

日時：令和８年４月２７日（月）午後１時３０分～ 

場所：桶川公民館  

・第４８回全国公民館研究集会第６５回関東甲信越静公民館研究大会埼玉大会 

令和８年１０月１日（木）、２日（金）開催予定 

 

５ 閉 会 
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桶川市の公民館は、桶川市公民館設置及び管理条例に基づき、社会教育法第 20 条の目的にそった市民

の学習・文化・芸術・集会といった 活動に利用できる社会教育施設です。 
地域住民のあらゆる世代の方の「学びたい」「つながりたい」というニーズに応え、学びで結ばれた仲間同

士や学習サークルの活動の場として、または住民同士の新たな交流の場として、ご利用していただくことが

できます。 

 

公民館を利用するには、事前に利用団体として登録が必要です。 

 

  １ 登録の要件                                                                 

・ 団体の活動が地域住民の教養向上、健康の増進、生活文化・地域文化の向上、社会福祉の増進、 

地域づくりを目的としていること 

・ 5 人以上で構成された団体であり、会員の 3分の 2以上が市内に在住・在勤・在学していること 

・ 会員が自主的・主体的に組織し運営している団体で、継続的かつ計画的な活動を行っていること 

・ 営利を目的とする活動、特定の政党の利害に関する活動、特定の宗教を支持する活動を行わない 

こと 

 

  ２ 少人数グループ・個人の利用                                                  

・ 会員が 4人以下でも、団体外として登録して利用可能です。 

・ 団体外の利用は利用希望日の 7日前以後で、予約に空きがある場合のみ利用可能です。 

・ 会員が１名または２名の場合は、全員が市内に在住、在勤または在学する者である必要があります。 

 

  ３ 未成年者が主たる会員となる場合                                              

（１）  中学生以下の場合 

・ 利用団体または団体外として登録できます。 

・ 利用予約、使用許可申請申、利用の当日すべて保護者の同伴が必要です。 

（２）  それ以外の未成年者の場合 

・ 利用団体または団体外として登録できます。 

・ 利用者登録時に保護者同伴が必要です。 

公民館のご利用について 

桶川市の公民館 

施設の利用について 

資料３－１ 桶川市ホームページ版 
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・ 商品、サービス等の販売、契約を目的とする利用 

・ イベント等での商品、サービス等の宣伝、勧誘行為、展示、実演等による説明会、講習会等の営利 

を目的とする利用 

・ 社員、従業員等の採用試験、面接会場としての利用 ただし、地域住民の就労支援のための面接会 

場としての利用はこの限りではない。 

・ 講師、指導者自らが主催して営んでいる私塾、教室等としての利用 

・ 特定の政党、政治団体の政治活動・利害に関する事業や、公私の選挙に関し特定の候補者の支持 

に結びつくと認められる場合 

・ 特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派もしくは教団の支援に結びつくと認められる場合 

・ 宗教団体や一般団体が、特定の宗教活動、宗教行事等を行う場合 

・ 大音量の楽器演奏、大きな振動や騒音、悪臭を伴うなど、他の利用者や近隣へ迷惑を及ぼす行為 

・ 酒気帯びでの利用、酒類（ノンアルコールも含む）の持ち込み 

・ 飲食、飲酒を主目的とした利用（※午前から午後、午後から夜間の利用で食事が必要であるとみな 

される場合は、指定の場所での昼食及び夕食の食事ができます。この場合も飲酒はできません。） 

・ 公民館の設置目的に反する、または著しく逸脱する利用 

・ その他施設の管理・運営に支障のある行為 

 

利用時間 

 

 

 

 

 

※夜間の利用がない場合は、午後５時１５分で閉館となります。 

 

休館日：毎週月曜日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

利用区分 時間 

午前 午前９時から正午まで 

午後 午後１時から午後５時まで 

夜間 午後６時から午後９時３０分まで 

利用の制限・禁止事項 

利用時間・休館日 
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 利用の手続き前に、次の各公民館のリンクまたは各公民館のファイルをご覧ください。 

桶川公民館の案内     

桶川東公民館の案内    

加納公民館案内の案内     

川田谷公民館案内の案内    

桶川公民館使用料・利用の注意点等（PDF ファイル：755.2KB） 

桶川東公民館使用料・利用の注意点等（PDF ファイル：754.6KB） 

加納公民館使用料・利用の注意点等 PDF ファイル：702.0KB） 

川田谷公民館使用料・利用の注意点等 PDF ファイル：850.5KB） 

 

利用の手順は次の 5つです。 

（１） 利用者登録 

（２） 利用予約 

（３） 使用許可申請 

（４） 使用料支払い・許可書受取り 

（５） 利用の当日 

 

公民館の利用と公共施設予約システムで予約する場合、事前に利用者登録が必要です。 

公共施設予約システムについては次のリンクをご覧ください。 

 

公共施設予約システムについて 

 

  １ 登録の要件                                                                 

（１）  利用者登録申請書 

申請書は公共施設予約システム内から入手可能です。各公民館の窓口にもおいてあります。 

（２）  公民館一般団体調査票及び会員名簿 

調査票及び会員名簿は各公民館の窓口においてあります。 

 

各公民館の使用料・利用の注意点等 

利用の手順 

利用者登録 
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（３）  上記書類に必要事項を記入し、公民館窓口へ提出してください。 

提出される際は、申請者の本人確認をおこなうため、運転免許証、保険証、資格確認書、マイナンバ 

ーカード等をお持ちください。 

 

  ２ 利用者番号・パスワードの発行                                                 

利用者登録完了後、公共施設予約システムの利用者番号とパスワードが発行されます。（利用者登録済 

証に記載） 

 

  ３ 注意事項                                                              

・ 利用者登録は、１団体について、１つ行えます。 

・ 利用者番号は登録された団体のみが利用できます。 

・ 利用者番号とパスワードは、第三者に知られることのないよう、ご注意ください。 

・ 登録内容に変更がある場合は、登録を行った窓口で手続きをしてください。 

 

 

  １ 電話および公民館窓口での利用予約                                            

（１）  受付日  

・ 利用日の３か月前から２日前までの休館日を除いた日 

・ 利用日の３か月前が受付日でない場合は、その翌日から、２日前の日が受付日でない場合はその 

前日までです。 

・ 休館日：毎週月曜日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）は受付しておりません。 

（２） 受付場所：利用する公民館窓口 

（３） 受付時間：午前８時３０分から午後５時まで 

 

  ２ 公共施設予約システムでの利用予約                                            

（１）  受付日：利用日の３か月前から休館日を除く５日後の午前８時３０分から利用日の１４日前まで 

（２）  受付時間：２４時間受付可能です。 

                                             

（１） 受付日  

・ 利用日の 2日前まで（休館日の場合は前日） 

・ 休館日：毎週月曜日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）は受付しておりません。 

利用予約 

使用許可申請 



- 5 - 

 

（２） 受付場所：利用する公民館窓口 

（３） 受付時間：午前８時３０分から午後５時まで 

（４） 公民館使用申請書は各公民館にあります。 

 

（１） 受付日  

・ 利用日の 2日前まで（休館日の場合は前日）に現金でお支払いください。 

・ 休館日：毎週月曜日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）は受付しておりません。 

（２） 受付場所：利用する公民館窓口 

（３） 受付時間：午前８時３０分から午後５時まで 

（４） 使用料お支払い後、公民館使用許可書を発行します。 

（５） お支払いされた使用料は、原則返金できません。 

                                             

（１）  利用する公民館の窓口に使用許可書を提示し、部屋の鍵と備品及び利用報告書を受け取ってくだ 

さい。 

（２） 鍵等の受取りは利用開始 15 分前から可能です。 

（３） 利用後は、利用報告書の項目に従って点検、清掃を行ってください。 

（４） 利用報告書を記入し、部屋の鍵と備品を公民館窓口まで返却してください。 

                                          

次の場合は、公民館使用料の減額や免除を受けることができます。 

 

  １ 全額免除となるもの                                                       

（１）  桶川市が直接利用するとき。又は桶川市の後援により利用する場合 

（２）  国又は桶川市以外の地方公共団体が利用する場合 

（３）  市から社会福祉団体として認められた団体が利用する場合 

（４）  市から青少年健全育成の団体として認められた団体が利用する場合 

 

  ２ 減額または免除となるもの                                                   

  ・ その他教育委員会が特別な理由があると認めた場合 

使用料支払い・許可書受取り 

利用の当日 

使用料の減額・免除 
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（１）  あらかじめ利用団体登録または団体外としての登録が完了しており、利用希望日に空きがある場合 

    は使用許可申請が可能です。 

（２）  夜間の利用を希望する場合は、利用希望日の夜間にあらかじめ他団体等の利用がある場合に限り 

使用許可申請が可能です。 

（３）  申請及び使用料のお支払いは、休館日を午前８時３０分から午後５時までの間です。 

 

（１）  使用許可の変更は、利用日の２日前までに１回に限り可能です。 

（２）  利用の日程、時間、部屋の変更をする場合は変更する前の使用許可書を持参の上、利用する公民 

館の窓口で手続きしてください。 

（３）  変更による使用料の差額分について、不足分の使用料は納付いただきますが、差額分の使用料は 

返金できません。 

（４）  変更の手続きは、休館日を除く午前８時３０分から午後５時までの間です。 

 

・ 利用後は整理整頓、清掃をしてください。 

・ 非常口を確認してください。非常時には職員の指示に従って行動してください。 

・ 利用時間（準備、片付けの時間含む。）は遵守してください。 

・ 許可された目的以外に利用しないでください。 

・ 使用許可の権利を他人に譲渡または転貸しないでください。 

・ 火気の持ち込みはできません。 

・ 動物、ペット（身体障害者補助犬は除く。）と同伴での利用はできません。 

・ 利用時に出たゴミは、お持ち帰りください。 

・ 館内、敷地内は禁煙です。 

・ 施設・設備等の破損時は、速やかに申し出てください。 

利用したい日の前日及び当日の使用許可申請 

使用許可の変更 

利用上の注意 
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各公民館へのご案内は次のリンクをご覧ください。 

  

桶川公民館の案内 

桶川東公民館の案内 

加納公民館の案内 

川田谷公民館の案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各公民館の案内 
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所在地 桶川市西１丁目５番２１号 

電話 ０４８－７７２－３８８８ 

FAX ０４８－７７６－７９９９ 

メール kominkan@city.okegawa.lg.jp 

受付時間 午前８時３０分から午後５時 

休館日 毎週月曜日・年末年始（１２月２９日から翌年１月３日） 

 

桶川公民館の大きな地図を見る（GoogleMap ページへ） 

 

詳しくは、次のリンクをご覧ください。 

公民館のご利用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桶川公民館の案内 

講座情報 

施設基本情報 

施設利用の案内 
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使用料金 

室名 

面

積 

定

員 
使用料金 

(㎡) (人) 

午前 午後 夜間 全日 

午前 9 時

～ 

正午 

午後1時

～ 

午後5時 

午後 6 時

～ 

午後 9 時

30 分 

午前 9時 

～ 

午後 9 時

30 分 

研修室１ 44 30 300 円 500 円 700 円 1,500 円 

研修室２ 43 30 300 円 500 円 700 円 1,500 円 

研修室３ 35 18 300 円 500 円 700 円 1,500 円 

調理室 57 20 400 円 600 円 800 円 1,800 円 

和室 50 35 300 円 500 円 700 円 1,500 円 

大集会室 144 100 600 円 1,000 円 1,400 円 3,000 円 

 

利用対象 

室名 

利用対象 

主な設備・備品 
会議系 音楽系 運動系 

美術・ 

工芸系 
調理系 

研修室１ 〇 〇 〇 〇 ✕ 長机、椅子、ホワイトボード 

研修室２ 〇 〇 〇 〇 ✕ 長机、椅子、ホワイトボード 

研修室３ 〇 〇 〇 〇 ✕ 長机、椅子、ホワイトボード、テレビ型モニター 

調理室 △ △ ✕ △ 〇 

ガスオーブン付きガスコンロの調理台５台、 

調理器具、食器、電子レンジ、炊飯器、冷蔵庫、 

椅子 

和室 〇 〇 〇 ✕ ✕ 和机、座布団、茶道用水屋、電気炉、釜、姿見鏡 

大集会室 〇 〇 〇 〇 ✕ 
可動式ステージ、音響装置、視聴覚装置、アップラ

イトピアノ、長机、椅子 
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利用の注意事項 

室名 注意事項 

研修室１ 

研修室２ 

・両室の仕切りは可動壁です。可動壁を収納し両室を合わせて利用することができます。 

・床面の保護の為、ヒールがある靴等は使用できません。※ダンスシューズ等はカバーを着用してご利用くだ 

さい。 

・ボール等を使用しての投球や蹴球はできません。 

・音量、振動音等の大きさによっては使用を制限する場合がございます。公民館へお問い合わせください。 

研修室３ 

・土足禁止です。 

・ボール等を使用しての投球や蹴球はできません。 

・音量、振動音等の大きさによっては使用を制限する場合がございます。公民館へお問い合わせください。 

調理室 ・土足禁止です。 

和室 
・畳面保護の為、上履き等は使用できません。 

・ボール等を使用しての投球や蹴球はできません。 

大集会室 

・床面の保護の為、ヒールがある靴等は使用できません。※ダンスシューズ等はカバーを着用してご利用くだ 

さい。 

・音量、振動音等の大きさによっては使用を制限する場合がございます。公民館へお問い合わせください。 

・ボール等を使用しての投球や蹴球はできません。 

 

 

・ 福祉３医療費申請受付（こども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障碍者医療費） 

・ 健康長寿いきいきポイント事業受付（新規登録、繰越ポイント更新手続き）※繰越は 49 ポイントまで 

 

 

・ 徒歩 

桶川駅東口より徒歩 10分 

 

 

 

 

 

 

市役所関連取り扱いサービス 

アクセス 
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・ 朝日バス 

桶川駅東口～五丁台～菖蒲車庫線 

桶川駅東口～菖蒲総合支所前～菖蒲車庫線 

桶川駅東口～西窪台～菖蒲車庫線 

桶川駅東口～加納公民館～桶川駅東口線 

桶川駅東口～加納公民館～坂田弁天公園線 

桶川駅東口～加納公民館～みの木線 

上記いずれかに乗車（乗車時間約 5分）し、「桶川図書館入口」で下車、徒歩 5分 

 

・ 市内循環バス（べにばなGO） 

東循環ルート 

東西循環（内回り）ルート 

上記いずれかに乗車（乗車時間約 30分）し、「東 31 桶川小学校前」または「東 32 稲荷通り前」で下

車、徒歩 3分 

時刻表は、次のリンクをご覧ください。 

電車・バス時刻表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/anshinanzen/bus/1069.html
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所在地 桶川市末広２丁目８番２９号 

電話 ０４８－７２８－７６２２ 

FAX ０４８－７２８－７６８０ 

メール kominkan@city.okegawa.lg.jp 

受付時間 午前８時３０分から午後５時 

休館日 毎週月曜日・年末年始（１２月２９日から翌年１月３日） 

 

桶川東公民館の大きな地図を見る（GoogleMap ページへ） 

 

 

詳しくは、次のリンクをご覧ください。 

公民館のご利用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桶川東公民館の案内 

講座情報 

施設基本情報 

施設利用の案内 
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使用料金 

桶川東公民館使用料金 

室名 

面

積 

定

員 
使用料金 

(㎡) (人) 

午前 午後 夜間 全日 

午前 9 時

～ 

正午 

午後 1 時

～ 

午後 5時 

午後6時～ 

午後 9 時

30 分 

午前9時～ 

午後 9 時

30 分 

和室 67 40 300 円 500 円 700 円 1,500 円 

調理室 65 25 400 円 600 円 800 円 1,800 円 

研修室 94 60 300 円 500 円 700 円 1,500 円 

会議室 94 60 300 円 500 円 700 円 1,500 円 

大会議室 166 160 600 円 1,000 円 1,400 円 3,000 円 

大ホール 354 280 1,200 円 2,000 円 2,800 円 6,000 円 

 

利用対象 

室名 

利用対象 

主な設備・備品 
会議系 音楽系 運動系 

美術・ 

工芸系 
調理系 

和室 〇 〇 〇 ✕ ✕ 和机、座布団、茶道用水屋、電気炉、釜、姿見鏡 

調理室 △ △ ✕ △ 〇 
ガスオーブン付きガスコンロの調理台５台、調理

器具、食器、電子レンジ、炊飯器、冷蔵庫、椅子 

研修室 〇 〇 〇 〇 ✕ 長机、椅子、ホワイトボード 

会議室 〇 〇 〇 〇 ✕ 長机、椅子、ホワイトボード 

大会議室 〇 〇 〇 〇 ✕ 
ステージ、音響装置、視聴覚装置、グランドピア

ノ、長机、椅子、ホワイトボード 

大ホール 〇 〇 〇 〇 ✕ 
ステージ、音響装置、視聴覚装置、グランドピア

ノ、長机、椅子、ホワイトボード 
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利用の注意事項 

室名 注意事項 

和室 
・畳面の保護の為、上履き等は使用できません。 

・ボール等を使用しての投球や蹴球はできません。 

調理室 ・土足禁止です。（２階共用廊下も含む） 

研修室 

会議室 

大会議室 

大ホール 

・各室の仕切りは可動壁です。可動壁を収納し各室を合わせて利用することができます。 

・大ホールとは研修室、会議室、大会議室の３室の仕切り可動壁を収納し、一体的に利用する場合です。 

・床面の保護の為、ヒールがある靴等は使用できません。※ダンスシューズ等はカバーを着用してご利用くだ 

 さい。 

・ボール等を使用しての投球や蹴球はできません。 

・音量、振動音等の大きさによっては使用を制限する場合がございます。公民館へお問い合わせください。 

 

・ 福祉３医療費申請受付（こども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障碍者医療費） 

・ 健康長寿いきいきポイント事業受付（新規登録、繰越ポイント更新手続き） 

※繰越は 49 ポイントまで 

・ 市町村交通災害共済受付 

・ 住民票等の取次ぎサービス（次のリンクをご覧のうえ、ご利用ください。） 

住民票等の取次ぎサービス（桶川東公民館） 

 

・ 朝日バス 

「加納循環」桶川駅東口～加納公民館 

桶川駅東口～菖蒲車庫線 

いずれかで「総合福祉センター」で下車、徒歩 5分 

 

・ 市内循環バス（べにばなGO） 

東部工業団地回り、小針領家回りいずれかで乗車し、「東 3 総合福祉センター」で下車、徒歩 3分 

おけがわ団地回りで乗車し、「東 53 総合福祉センター」で下車、徒歩 3分 

時刻表は、次のリンクをご覧ください。 

電車・バス時刻表 

市役所関連取り扱いサービス 

アクセス 

https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/anshinanzen/bus/1069.html
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所在地 桶川市大字坂田９８２番地の５ 

電話 ０４８－７２８－１０４０ 

FAX ０４８－７２８－２３１１ 

メール kominkan@city.okegawa.lg.jp 

受付時間 午前８時３０分から午後５時 

休館日 毎週月曜日・年末年始（１２月２９日から翌年１月３日） 

 

加納公民館の大きな地図を見る（GoogleMap ページへ） 

 

詳しくは、次のリンクをご覧ください。 

公民館のご利用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加納公民館の案内 

講座情報 

施設基本情報 

施設利用の案内 



- 16 - 

 

使用料金 

加納公民館使用料金 

室名 

面

積 

定

員 
使用料金 

(㎡) (人) 

午前 午後 夜間 全日 

午前 9 時

～ 

正午 

午後 1 時

～ 

午後 5時 

午後 6 時

～ 

午後 9 時

30 分 

午前 9 時

～ 

午後 9 時

30 分 

小会議室 47 30 300 円 500 円 700 円 1,500 円 

サークル 

活動室 
37 25 300 円 500 円 700 円 1,500 円 

和室 62 70 300 円 500 円 700 円 1,500 円 

研修室 41 25 300 円 500 円 700 円 1,500 円 

大会議室 141 100 600 円 1,000 円 1,400 円 3,000 円 

 

利用対象 

室名 

利用対象 

主な設備・備品 
会議系 音楽系 運動系 

美術・ 

工芸系 
調理系 

小会議室 〇 〇 〇 〇 ✕ 長机、椅子、ホワイトボード 

サークル 

活動室 
〇 〇 〇 〇 ✕ 長机、椅子、ホワイトボード 

和室 〇 〇 〇 ✕ ✕ 和机、座布団、電気炉、窯、姿見鏡 

研修室 〇 〇 〇 〇 ✕ 長机、椅子、ホワイトボード 

大会議室 〇 〇 〇 〇 ✕ 
ステージ、アップライトピアノ、長机、椅子、 

音響機器、ホワイトボード 
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利用の注意事項 

室名 注意事項 

全館 ・館内は土足禁止です。 

小会議室 

サークル

活動室 

研修室 

大会議室 

・音量、振動音等の大きさによっては使用を制限する場合がございます。公民館へお問い合わせください。 

・床面の保護の為、ヒールがある靴等は使用できません。※ダンスシューズ等はカバーを着用してご利用 くだ 

さい。 

・ボール等を使用しての投球や蹴球はできません。 

和室 
・畳面の保護の為、上履き等は使用できません。 

・ボール等を使用しての投球や蹴球はできません。 

 

 

・ 福祉３医療費申請受付（こども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障碍者医療費） 

・ 健康長寿いきいきポイント事業受付（新規登録、繰越ポイント更新手続き）※繰越は 49 ポイントまで 

 

・ 朝日バス 

桶川駅東口～西窪台～菖蒲車庫線 

桶川駅東口～加納公民館～桶川駅東口線 

桶川駅東口～加納公民館～坂田弁天公園線 

桶川駅東口～加納公民館～みの木線 

上記いずれかに乗車し、「加納公民館」で下車、徒歩５分 

 

時刻表は、次のリンクをご覧ください。 

電車・バス時刻表 

 

 

 

 

 

 

 

市役所関連取り扱いサービス 

アクセス 

https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/anshinanzen/bus/1069.html
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所在地 桶川市大字川田谷４４０５番地の４ 

（川田谷生涯学習センター内） 

電話 ０４８－７８６－４０３３ 

FAX ０４８－７８６－４０３１ 

メール kominkan@city.okegawa.lg.jp 

受付時間 午前８時３０分から午後５時 

休館日 毎週月曜日・年末年始（１２月２９日から翌年１月３日） 

 

川田谷公民館の大きな地図を見る（GoogleMap ページへ） 

 

詳しくは、次のリンクをご覧ください。 

公民館のご利用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川田谷公民館の案内 

講座情報 

施設基本情報 

施設利用の案内 
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使用料金 

川田谷公民館使用料金 

室名 

面

積 

定

員 
使用料金 

(㎡) (人) 

午前 午後 夜間 全日 

午前 9 時

～ 

正午 

午後 1 時

～ 

午後 5時 

午後 6 時

～ 

午後 9 時

30 分 

午前 9時 

～ 

午後 9時 

30 分 

スポーツ 

ホール 
426 260 1,200 円 2,000 円 2,800 円 6,000 円 

視聴覚 

ホール 
146 100 600 円 1,000 円 1,400 円 3,000 円 

研修室 59 45 300 円 500 円 700 円 1,500 円 

調理室 46 20 400 円 600 円 800 円 1,800 円 

和室 58 40 300 円 500 円 700 円 1,500 円 

アート 

スペース 
52 20 300 円 500 円 700 円 1,500 円 

陶芸窯室 ― 
素焼き  1,500 円 

本焼き  3,500 円 
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利用対象 

川田谷公民館各室利用対象 

室名 

利用対象 

主な設備・備品 
会議系 音楽系 運動系 

美術・ 

工芸系 
調理系 

スポーツ 

ホール 
〇 〇 〇 ✕ ✕ 

バレーボール、バトミントンコート各１面、卓球台４台、

可動式ステージ、音響・視聴覚設備、長机、椅子 

視聴覚 

ホール 
〇 〇 〇 ✕ ✕ 

グランドピアノ、可動式ステージ、音響・視聴覚設備、 

スクリーン、長机、椅子、ホワイトボード 

研修室 〇 〇 〇 〇 ✕ 長机、椅子、ホワイトボード、テレビ型モニター 

調理室 △ △ ✕ △ 〇 
ガスオーブン付きガスコンロの調理台５台、調理器具 

食器、電子レンジ、炊飯器、冷蔵庫、椅子 

和室 〇 〇 〇 ✕ ✕ 和机、座布団、茶道用水屋、電気炉、釜、姿見鏡 

アート 

スペース 
〇 〇 ✕ 〇 ✕ 

作業台 5台、木製椅子、流し台、電動ろくろ、 

七宝焼き釜、電動糸のこぎり、イーゼル 

陶芸窯室 ✕ ✕ ✕ 〇 ✕ 陶芸窯１台 
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利用の注意事項 

室名 注意事項 

スポーツ 

ホール 

・土足禁止です。 

・レクリエーションでボールを使用する場合は、スポンジボール、ゴムボール等柔らかいボールのみ使用して 

ください。 

・屋外で行う競技スポーツ（野球、ソフトボール、サッカー、フットサル、ラグビー、ハンドボール、硬式テニス 

等）は、ご利用いただけません。 

・床面の保護の為、ヒールがある靴等は使用できません。※ダンスシューズ等はカバーを着用してご利用くだ 

さい。 

・ブラインドにボールが当たらないようご注意ください。壁及び可動ステージの格納面に故意にボールを当て 

ないようご注意ください。  

・音量、振動音等の大きさによっては使用を制限する場合がございます。公民館へお問い合わせください。 

視聴覚 

ホール 

・床面の保護の為、ヒールがある靴等は使用できません。※ダンスシューズ等はカバーを着用してご利用くだ 

さい。 

・音量、振動音等の大きさによっては使用を制限する場合がございます。公民館へお問い合わせください。 

・ボール等を使用しての投球や蹴球はできません。 

研修室 
・音量、振動音等の大きさによっては使用を制限する場合がございます。公民館へお問い合わせください。 

・ボール等を使用しての投球や蹴球はできません。 

調理室 ・土足禁止です。 

和室 
・畳面の保護の為、上履き等は使用できません。 

・ボール等を使用しての投球や蹴球はできません。 

 

 

・ 福祉３医療費申請受付（こども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障碍者医療費） 

・ 健康長寿いきいきポイント事業受付（新規登録、繰越ポイント更新手続き）※繰越は 49 ポイントまで 

・ 住民票等の取次ぎサービス（次のリンクをご覧のうえ、ご利用ください。） 

住民票等の取次ぎサービス（川田谷生涯学習センター） 

 

 

 

 

市役所関連取り扱いサービス 
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・ 市内循環バス（べにばなGO） 

いずみの学園回り、薬師堂南・いずみの学園回り、いずれかで乗車し、「西 30 生涯学習センター」 

で下車、徒歩 3分 

殿山団地・川田谷北部回りで乗車し、「西 64 生涯学習センター」で下車、徒歩 3分 

 

時刻表は、次のリンクをご覧ください。 

電車・バス時刻表 

 

アクセス 

https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/anshinanzen/bus/1069.html













































